
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ステイプル処理の指示に基づく複数頁分の主走査方向と副走査方向とからなる少なくとも
１つのサイズの画像データを順次受入れる受入手段と、
この受入手段により受入れた１頁ごとの画像データに基づいて、少なくとも１つのサイズ
の被画像形成媒体に順次画像形成する画像形成手段と、
からなる画像形成装置において、
上記受入手段により受入れた画像データごとのサイズを検知する第１の検知手段と、
上記受入手段により受入れた画像データごとの主走査方向の幅を検知する第２の検知手段
と、
上記受入手段により受入れた１頁目の画像データに対する上記第１の検知手段によるサイ
ズの検知結果に基づく、ステイプル処理の最大枚数を設定する設定手段と、
上記受入手段により受入れた２頁目以降の画像データに対する上記第１の検知手段による
サイズの検知結果が、上記前回の頁の画像データに対するサイズと異なった際に、上記第
２の検知手段により検知される上記前回の頁の画像データに対する主走査方向の幅と、
上記サイズの異なった画像データに対する上記第２の検知手段により検知される主走査方
向の幅とが違うか否かを判断する判断手段と、
この判断手段により主走査方向の幅が同じと判断した際に、上記設定手段によるステイプ
ル処理の最大枚数を変更する変更手段と、
上記判断手段により主走査方向の幅が異なっていると判断した際に、上記設定手段による
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ステイプル処理の設定を解除する解除手段と、
を具備したことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
ステイプル処理の指示に基づく複数頁分の主走査方向と副走査方向とからなる少なくとも
１つのサイズの画像データを順次受入れる受入手段と、
この受入手段により受入れた１頁ごとの画像データに基づいて、少なくとも１つのサイズ
の被画像形成媒体に順次画像形成する画像形成手段と、
からなる画像形成装置において、
上記受入手段により受入れた画像データごとのサイズを検知する第１の検知手段と、
上記受入手段により受入れた画像データごとの主走査方向の幅を検知する第２の検知手段
と、
上記受入手段により受入れた１頁目の画像データに対する上記第１の検知手段によるサイ
ズの検知結果に基づく、ステイプル処理の最大枚数を設定する設定手段と、
上記受入手段により受入れた２頁目以降の画像データに対する上記第１の検知手段による
サイズの検知結果が、上記前回の頁の画像データに対するサイズと異なった際に、上記第
２の検知手段により検知される上記前回の頁の画像データに対する主走査方向の幅と、
上記サイズの異なった画像データに対する上記第２の検知手段により検知される主走査方
向の幅とが違うか否かを判断する判断手段と、
この判断手段により主走査方向の幅が同じと判断した際に、上記設定手段によるステイプ
ル処理の最大枚数を変更する変更手段と、
上記判断手段により主走査方向の幅が異なっていると判断した際に、上記設定手段による
ステイプル処理の設定を解除する第１の解除手段と、
上記受入手段により受入れた画像データ数が、上記設定手段により設定されるステイプル
処理の最大枚数を超えたとき、あるいは上記変更手段により設定されるステイプル処理の
最大枚数を超えたときに、上記ステイプル処理の設定を解除する第２の解除手段と、
を具備したことを特徴とする画像形成装置。
【請求項３】
ステイプル処理の指示に基づく複数頁分の主走査方向と副走査方向とからなる少なくとも
１つのサイズの画像データを順次受入れる受入手段と、
この受入手段により受入れた１頁ごとの画像データに基づいて、少なくとも１つのサイズ
の被画像形成媒体に順次画像形成する画像形成手段と、
からなる画像形成装置において、
上記受入手段により受入れた画像データごとのサイズを検知する第１の検知手段と、
上記受入手段により受入れた画像データごとの主走査方向の幅を検知する第２の検知手段
と、
上記受入手段により受入れた１頁目の画像データに対する上記第１の検知手段によるサイ
ズの検知結果に基づく、ステイプル処理の最大枚数を設定する設定手段と、
上記受入手段により受入れた２頁目以降の画像データに対する上記第１の検知手段による
サイズの検知結果が、上記前回の頁の画像データに対するサイズと異なった際に、上記第
２の検知手段により検知される上記前回の頁の画像データに対する主走査方向の幅と、
上記サイズの異なった画像データに対する上記第２の検知手段により検知される主走査方
向の幅とが違うか否かを判断する判断手段と、
この判断手段により主走査方向の幅が同じと判断した際、上記設定手段によるステイプル
処理の最大枚数を変更する変更手段と、
上記受入手段により受入れた画像データ数が、上記変更手段により設定されるステイプル
処理の最大枚数以内のときに、上記画像形成手段により画像形成されている被画像形成媒
体に対してステイプル処理を実行する実行手段と、
を具備したことを特徴とする画像形成装置。
【請求項４】
ステイプル処理の指示に基づく複数頁分の主走査方向と副走査方向とからなる少なくとも
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１つのサイズの画像データを順次受入れる受入手段と、
この受入手段により受入れた１頁ごとの画像データに基づいて、少なくとも１つのサイズ
の被画像形成媒体に順次画像形成する画像形成手段と、
からなる画像形成装置において、
上記受入手段により受入れた画像データごとのサイズを検知する第１の検知手段と、
上記受入手段により受入れた画像データごとの主走査方向の幅を検知する第２の検知手段
と、
上記受入手段により受入れた１頁目の画像データに対する上記第１の検知手段によるサイ
ズの検知結果に基づく、ステイプル処理の最大枚数を設定する設定手段と、
上記受入手段により受入れた２頁目以降の画像データに対する上記第１の検知手段による
サイズの検知結果が、上記前回の頁の画像データに対するサイズと異なった際に、上記第
２の検知手段により検知される上記前回の頁の画像データに対する主走査方向の幅と、
上記サイズの異なった画像データに対する上記第２の検知手段により検知される主走査方
向の幅とが違うか否かを判断する判断手段と、
この判断手段により主走査方向の幅が同じと判断した際に、上記設定手段によるステイプ
ル処理の最大枚数を変更する変更手段と、
上記受入手段により受入れた画像データ数が、上記変更手段により設定されるステイプル
処理の最大枚数以内のときに、上記画像形成手段により画像形成されている被画像形成媒
体に対してステイプル処理を実行する実行手段と、
上記受入手段により受入れた画像データ数が、上記変更手段により設定されるステイプル
処理の最大枚数を超えたときに、上記ステイプル処理の設定を解除する第２の解除手段と
、
を具備したことを特徴とする画像形成装置。
【請求項５】
ステイプル処理の指示に基づく複数頁分の主走査方向と副走査方向とからなる少なくとも
１つのサイズの画像データを順次受入れる受入手段と、
この受入手段により受入れた１頁ごとの画像データに基づいて、少なくとも１つのサイズ
の被画像形成媒体に順次画像形成する画像形成手段と、
からなる画像形成装置において、
上記受入手段により受入れた画像データごとのサイズを検知する第１の検知手段と、
上記受入手段により受入れた画像データごとの主走査方向の幅を検知する第２の検知手段
と、
上記受入手段により受入れた１頁目の画像データに対する上記第１の検知手段によるサイ
ズの検知結果に基づく、ステイプル処理の最大枚数を設定する設定手段と、
上記受入手段により受入れた２頁目以降の画像データに対する上記第１の検知手段による
サイズの検知結果が、上記前回の頁の画像データに対するサイズと異なった際に、上記第
２の検知手段により検知される上記前回の頁の画像データに対する主走査方向の幅と、
上記サイズの異なった画像データに対する上記第２の検知手段により検知される主走査方
向の幅とが違うか否かを判断する判断手段と、
この判断手段により主走査方向の幅が同じと判断した際に、上記設定手段によるステイプ
ル処理の最大枚数を変更する変更手段と、
上記受入手段により受入れた画像データ数を計数する計数手段と、
この計数手段により計数される画像データ数が、上記設定手段により設定されるステイプ
ル処理の最大枚数を超えたとき、あるいは上記変更手段により設定されるステイプル処理
の最大枚数を超えたときに、上記ステイプル処理を禁止する禁止手段と、
上記受入手段による画像データの受入れが終了した際に、上記禁止手段によりステイプル
処理が禁止されていない場合、上記画像形成手段により画像形成されている被画像形成媒
体に対してステイプル処理を実行する実行手段と、
を具備したことを特徴とする画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、原稿画像を読取り、この読取り画像を用紙に複写したり、パソコン等からＬ
ＡＮを介して供給される画像データを用紙にプリントする複合形のデジタル複写機等の画
像形成装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
最近のデジタル複写機においては、上記複写やプリントアウトする内容をあらかじめジョ
ブとして受付け、各ジョブ単位に処理するものが実用化されている。
【０００３】
また、上記デジタル複写機においては、ステイプラにより行われるホッチキス止めである
ステイプル処理を施すソータ（フィニッシャ）が備えられているものも実用化されている
。
【０００４】
上記デジタル複写機において、Ａ３とＡ４などのサイズの違う用紙が混じったジョブを実
行するサイズ混在の場合では、完了型でのみ動作が可能であった。
【０００５】
この完了型とは、ジョブの対象となる画像データを全て受入れて登録してから用紙へのプ
リントを開始するものである。
【０００６】
また、フィニッシャの制限により１部ごとにステイプル処理が可能な最大枚数も用紙のサ
イズによってそれぞれ異なった値が仕様として決められている。同様の理由によりサイズ
混在時のステイプル処理も禁止であった。
【０００７】
このように、用紙の各サイズにそれぞれステイプル処理が可能な最大枚数が設定されてい
るため、それを超過した場合には、ステイプル処理を実行するように設定されていたとし
てもそれをキャンセルしなければならない。またサイズ混在時のジョブの場合にも、ステ
イプル処理をキャンセルしなければならない。
【０００８】
すなわち、図１に示すように、画像データの入力が終了してから出力を開始する完了型で
動作する場合、入力原稿の枚数や、サイズ混在ジョブであるかどうかが、入力が終了した
時点、つまり出力が開始される前にあらかじめわかっている。ゆえに、ジョブスタート時
にステイプル処理が設定されていたとしても、サイズ混在ジョブであるか、または入力枚
数がステイプル処理が可能な最大枚数を超えている場合には、印刷を開始する前にステイ
プル処理をキャンセルして印刷を実行できる。
【０００９】
上記した従来のように、完了型でステイプル処理の実行の可否を判断するような制御では
、受け取った原稿画像から逐次印刷していくことができないため処理能力が低いという問
題がある。
【００１０】
しかし、処理能力を上げるために受け取った原稿画像を逐次印刷していくと、異なるサイ
ズの画像データが混じっているようなサイズ混在ジョブの場合にはステイプル処理の動作
の可否をあらかじめ判断できないために、適切な動作が行われなくなってしまうという問
題がある。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
この発明は、異なるサイズの画像データが混じっているようなサイズ混在かどうかあらか
じめわからなくても、適切なステイプル処理を行わせ、かつ受け取った画像データから逐
次、画像形成でき、処理能力を向上させることができる画像形成装置を提供することを目
的としている。
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【００１２】
【課題を解決するための手段】
この発明の画像形成装置は、ステイプル処理の指示に基づく複数頁分の主走査方向と副走
査方向とからなる少なくとも１つのサイズの画像データを順次受入れる受入手段と、この
受入手段により受入れた１頁ごとの画像データに基づいて、被画像形成媒体に順次画像形
成する画像形成手段とからなるものにおいて、上記受入手段により受入れた画像データご
との主走査方向の幅とサイズを判断する判断手段と、上記受入手段により受入れた１頁目
の画像データに対する上記判断手段によるサイズの検知結果に基づく、ステイプル処理の
最大枚数を設定する設定手段と、上記受入手段により受入れた２頁目以降の画像データに
対する上記判断手段によるサイズが のサイズと同じで、２頁目以降の画像データ
に対する上記判断手段による主走査方向の幅が の主走査方向の幅と異なっている
と判断した際に、ステイプル処理の設定を解除する解除手段と、上記受入手段により受入
れた２頁目以降の画像データに対する上記判断手段によるサイズが のサイズと異
なっており、２頁目以降の画像データに対する上記判断手段による主走査方向の幅が

の主走査方向の幅と同じと判断した際に、上記設定手段によるステイプル処理の最大
枚数を変更する変更手段とを有する。
【００１３】
この発明の画像形成装置は、ステイプル処理の指示に基づく複数頁分の主走査方向と副走
査方向とからなる少なくとも１つのサイズの画像データを順次受入れる受入手段と、この
受入手段により受入れた１頁ごとの画像データに基づいて、被画像形成媒体に順次画像形
成する画像形成手段とからなるものにおいて、上記受入手段により受入れた画像データご
との主走査方向の幅とサイズを判断する判断手段と、上記受入手段により受入れた１頁目
の画像データに対する上記判断手段によるサイズの検知結果に基づく、ステイプル処理の
最大枚数を設定する設定手段と、上記受入手段により受入れた２頁目以降の画像データに
対する上記判断手段によるサイズが のサイズと同じで、２頁目以降の画像データ
に対する上記判断手段による主走査方向の幅が の主走査方向の幅と異なっている
と判断した際に、ステイプル処理の設定を解除する第１の解除手段と、上記受入手段によ
り受入れた２頁目以降の画像データに対する上記判断手段によるサイズと主走査方向の幅
が のサイズと主走査方向の幅と異なっている際にステイプル処理の設定を解除す
る第２の解除手段と、上記受入手段により受入れた２頁目以降の画像データに対する上記
判断手段によるサイズが のサイズと異なっており、２頁目以降の画像データに対
する上記判断手段による主走査方向の幅が の主走査方向の幅と同じと判断した際
に、上記設定手段によるステイプル処理の最大枚数を変更する変更手段とを有する。
【００１４】
この発明の画像形成装置は、ステイプル処理の指示に基づく複数頁分の主走査方向と副走
査方向とからなる少なくとも１つのサイズの画像データを順次受入れる受入手段と、この
受入手段により受入れた１頁ごとの画像データに基づいて、被画像形成媒体に順次画像形
成する画像形成手段とからなるものにおいて、上記受入手段により受入れた画像データご
との主走査方向の幅とサイズを判断する判断手段と、上記受入手段により受入れた１頁目
の画像データに対する上記判断手段によるサイズの検知結果に基づく、ステイプル処理の
最大枚数を設定する設定手段と、上記受入手段により受入れた２頁目以降の画像データに
対する上記判断手段によるサイズが のサイズと同じで、２頁目以降の画像データ
に対する上記判断手段による主走査方向の幅が の主走査方向の幅と異なっている
と判断した際に、ステイプル処理の設定を解除する第１の解除手段と、上記受入手段によ
り受入れた２頁目以降の画像データに対する上記判断手段によるサイズと主走査方向の幅
が のサイズと主走査方向の幅と異なっている際にステイプル処理の設定を解除す
る第２の解除手段と、上記受入手段により受入れた２頁目以降の画像データに対する上記
判断手段によるサイズが のサイズと異なっており、２頁目以降の画像データに対
する上記判断手段による主走査方向の幅が の主走査方向の幅と同じと判断した際
に、上記設定手段によるステイプル処理の最大枚数を変更する変更手段とを有する。
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【００１５】
この発明の画像形成装置は、ステイプル処理の指示に基づく複数頁分の主走査方向と副走
査方向とからなる少なくとも１つのサイズの画像データを順次受入れる受入手段と、この
受入手段により受入れた１頁ごとの画像データに基づいて、被画像形成媒体に順次画像形
成する画像形成手段とからなるものにおいて、上記受入手段により受入れた画像データご
との主走査方向の幅とサイズを判断する判断手段と、上記受入手段により受入れた１頁目
の画像データに対する上記判断手段によるサイズの検知結果に基づく、ステイプル処理の
最大枚数を設定する設定手段と、上記受入手段により受入れた２頁目以降の画像データに
対する上記判断手段によるサイズが前回の頁のサイズと異なっており、２頁目以降の画像
データに対する上記判断手段による主走査方向の幅が前回の頁の主走査方向の幅と同じと
判断した際に、上記設定手段によるステイプル処理の最大枚数を変更する変更手段と、上
記受入手段により受入れた画像データの頁数が、上記変更手段により変更されたステイプ
ル処理の最大枚数以内の場合に、上記画像形成手段により画像形成されている複数枚の被
画像形成媒体に対してステイプル処理を実行する実行手段と、上記受入手段により受入れ
た画像データの頁数が、上記変更手段により変更されたステイプル処理の

ステイプル処理の設定を解除する解除手段とを有する。
【００１６】
この発明の画像形成装置は、ステイプル処理の指示に基づく複数頁分の主走査方向と副走
査方向とからなる少なくとも１つのサイズの画像データを順次受入れる受入手段と、この
受入手段により受入れた１頁ごとの画像データに基づいて、少なくとも１つのサイズの被
画像形成媒体に順次画像形成する画像形成手段とからなるものにおいて、上記受入手段に
より受入れた画像データごとのサイズを検知する第１の検知手段と、上記受入手段により
受入れた画像データごとの主走査方向の幅を検知する第２の検知手段と、上記受入手段に
より受入れた１頁目の画像データに対する上記第１の検知手段によるサイズの検知結果に
基づく、ステイプル処理の最大枚数を設定する設定手段と、上記受入手段により受入れた
２頁目以降の画像データに対する上記第１の検知手段によるサイズの検知結果が、上記前
回の頁の画像データに対するサイズと異なった際に、上記第２の検知手段により検知され
る上記前回の頁の画像データに対する主走査方向の幅と、上記サイズの異なった画像デー
タに対する上記第２の検知手段により検知される主走査方向の幅とが違うか否かを判断す
る判断手段と、この判断手段により主走査方向の幅が 判断した際に、上記設定手段
によるステイプル処理の最大枚数を変更する変更手段と、上記受入手段により受入れた画
像データ数を計数する計数手段と、この計数手段により計数される画像データ数が、上記
設定手段により設定されるステイプル処理の最大枚数を超えたとき、あるいは上記変更手
段により設定されるステイプル処理の最大枚数を超えたときに、上記ステイプル処理を禁
止する禁止手段と、上記受入手段による画像データの受入れが終了した際に、上記禁止手
段によりステイプル処理が禁止されていない場合、上記画像形成手段により画像形成され
ている被画像形成媒体に対してステイプル処理を実行する実行手段とを有する。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１８】
図２はこの発明の画像形成装置の一例としてのデジタル複写機１の概略構成を示す断面図
である。
【００１９】
図２に示すように、デジタル複写機１は装置本体２を備え、この装置本体２内には、読取
手段としてのスキャナ部４、および画像形成手段として機能するプリンタ部６が設けられ
ている。
【００２０】
装置本体２の上面には、読取対象物、つまり原稿Ｄが載置される透明なガラスからなる原
稿載置台８が設けられている。また、装置本体２の上面には、原稿載置台８上に原稿Ｄを
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自動的に送る搬送手段としての自動原稿送り装置９（以下、ＡＤＦと称する）が配設され
ている。
【００２１】
このＡＤＦ９の原稿トレイ９ａに置かれた原稿Ｄは、図示しない搬送ガイドによって搬送
されプラテンローラ９ｂを介して排紙トレイ９ｃ上に排出されるようになっている。これ
により、原稿Ｄがプラテンローラ９ｂにより搬送されている際に、後述するスキャナ部４
の露光ランプ１０により露光走査されることにより、原稿Ｄの画像の読取りが行われるよ
うになっている。
【００２２】
上記ＡＤＦ９の原稿トレイ９ａには、原稿Ｄの読取面を上側にしてセットされ、一番上の
原稿Ｄから順に１枚ずつ取込まれるようになっている。
【００２３】
装置本体２内に配設されたスキャナ部４は、ＡＤＦ９により搬送される原稿Ｄあるいは原
稿載置台８に載置された原稿Ｄを照明する光源としての例えばハロゲンランプなどで構成
される露光ランプ１０、原稿Ｄからの反射光を所定の方向に偏向する第１のミラー１２を
有し、これらの露光ランプ１０、第１のミラー１２は、原稿載置台８の下方に配設された
第１キャリッジ１４に取り付けられている。
【００２４】
第１キャリッジ１４は、原稿載置台８と平行に移動可能に配置され、図示しない歯付きベ
ルト等を介してスキャナモータ（駆動モータ）１６により、原稿載置台８の下方を往復移
動される。スキャナモータ１６は、ステッピングモータなどにより構成されている。
【００２５】
また、原稿載置台８の下方には、原稿載置台８と平行に移動可能な第２キャリッジ１８が
配設されている。第２キャリッジ１８には、第１のミラー１２により偏向された原稿Ｄか
らの反射光を順に偏向する第２および第３のミラー２０、２２が互いに直角に取り付けら
れている。第２のキャリッジ１８は、第１キャリッジ１４を駆動する歯付きベルト等によ
り、スキャナモータ１６からの回転力が伝達され、第１キャリッジ１４に対して従動され
るとともに、第１キャリッジ１４に対して、１／２の速度で原稿載置台８に沿って平行に
移動される。
【００２６】
また、原稿載置台８の下方には、第２キャリッジ１８上の第３のミラー２０からの反射光
を集束する結像レンズ２４と、結像レンズ２４により集束された反射光を受光して光電変
換するＣＣＤセンサ（ラインセンサ）２６とが配設されている。結像レンズ２４は、第３
のミラー２２により偏向された光の光軸を含む面内に、駆動機構を介して移動可能に配設
され、自身が移動することで反射光を所望の倍率（主走査方向）で結像する。そして、Ｃ
ＣＤセンサ２６は、後述するメインＣＰＵから与えられる画像処理クロックに従って入射
した反射光を光電変換し、読み取った原稿Ｄに対応する電気信号を出力する。副走査方向
の倍率は、上記ＡＤＦ９による搬送速度あるいは第１キャリッジ１４の移動速度を変更す
ることにより対応できるようになっている。
【００２７】
上記ＡＤＦ９により搬送される原稿Ｄの読取りを行う際、上記露光ランプ１０による照射
位置は、図２に示す位置に固定されている。また、原稿載置台８に載置された原稿Ｄをの
読取りを行う際、上記露光ランプ１０による照射位置は、原稿載置台８に沿って左から右
へ移動されるようになっている。
【００２８】
一方、プリンタ部６は、潜像形成手段として作用するレーザ露光装置２８を備えている。
レーザ露光装置２８からのレーザ光により、感光体ドラム３０周面を走査することにより
感光体ドラム３０周面上に静電潜像を形成する。
【００２９】
また、プリンタ部６は、装置本体２のほぼ中央右側に配設された像担持体としての回転自
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在な感光体ドラム３０を有し、感光体ドラム３０周面は、レーザ露光装置２８からのレー
ザ光により露光され、所望の静電潜像が形成される。感光体ドラム３０の周面には、ドラ
ム周面を所定の電荷に帯電させる帯電チャージャ３２、感光体ドラム３０周面上に形成さ
れた静電潜像に現像剤としてのトナーを供給して所望の画像濃度で現像する現像手段とし
ての現像器３４、後述する各カセット４８、５０から給紙された被画像形成媒体、つまり
、コピー用紙Ｐを感光体ドラム３０から分離させるための剥離チャージャ３６を一体に有
し、感光体ドラム３０に形成されたトナー像を用紙Ｐに転写させる転写チャージャ３８、
感光体ドラム３０周面からコピー用紙Ｐを剥離する剥離爪４０、感光体ドラム３０周面に
残留したトナーを清掃する清掃装置４２、および、感光体ドラム３０周面の除電する除電
器４４が順に配置されている。
【００３０】
装置本体２内の下部には、それぞれ装置本体から引出し可能な上段カセット４８、下段カ
セット５０が互いに積層状態に配設され、各カセット４８、５０内にはサイズの異なるコ
ピー用紙Ｐが装填されている。上記上段カセット４８の側方には手差しトレイ５４が設け
られている。
【００３１】
装置本体２内には、各カセット４８、５０から感光体ドラム３０と転写チャージャ３８と
の間に位置した転写部を通って延びる搬送路５６が形成され、搬送路５６の終端には定着
ランプ５８ａを有する定着装置５８が設けられている。定着装置５８の上部には排出口６
０が形成されている。
【００３２】
上段カセット４８、下段カセット５０の近傍には、各カセット４８、５０から用紙Ｐを一
枚づつ取り出す給紙ローラ６２と分離ローラ６３がそれぞれ設けられている。また、搬送
路５６には、給紙ローラ６２と分離ローラ６３により取り出されたコピー用紙Ｐを搬送路
５６を通して搬送する多数の給紙ローラ対６４が設けられている。
【００３３】
搬送路５６において感光体ドラム３０の上流側にはレジストローラ対６６が設けられてい
る。レジストローラ対６６は、取り出されたコピー用紙Ｐの傾きを補正するとともに、感
光体ドラム３０上のトナー像の先端とコピー用紙Ｐの先端とを整合させ、感光体ドラム３
０周面の移動速度と同じ速度でコピー用紙Ｐを転写部へ給紙する。レジストローラ対６６
の手前、つまり、給紙ローラ６４側には、コピー用紙Ｐの到達を検出するアライニング前
センサ６８が設けられている。
【００３４】
給紙ローラ６２により各カセット４８、５０から１枚づつ取り出されたコピー用紙Ｐは、
給紙ローラ対６４によりレジストローラ対６６へ送られる。そして、コピー用紙Ｐは、レ
ジストローラ対６６により先端が整位された後、転写部に送られる。
【００３５】
転写部において、感光体ドラム３０上に形成された現像剤像、つまり、トナー像が、転写
チャージャ３８により用紙Ｐ上に転写される。トナー像の転写されたコピー用紙Ｐは、剥
離チャージャ３６および剥離爪４０の作用により感光体ドラム３０周面から剥離され、搬
送路５６の一部を構成する搬送ベルト（図示しない）を介して定着装置５８に搬送される
。そして、定着装置５８によって現像剤像がコピー用紙Ｐに溶融定着された後、コピー用
紙Ｐは、排紙ローラ対７０により排出口６０を通して排出される。
【００３６】
搬送路５６の右方には、定着装置５８を通過したコピー用紙Ｐを反転して再び搬送路５６
へ送る自動両面装置７４が設けられている。
【００３７】
排出口６０には振分けレバー（図示しない）が設けられ、排出口６０から排出されるコピ
ー用紙Ｐを装置本体２内の排紙トレイ７２上へ振分けるか、あるいは外部搬送機構７６に
振分けるようになっている。外部搬送機構７６は、装置本体２内の排紙トレイ７２の上部
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空洞部７８に設置され、排出口６０から排出されるコピー用紙Ｐを装置本体２外へ搬送す
るものである。
【００３８】
また、装置本体２の側部には、オプション機器であるフィニッシャ８０が装着されている
。このフィニッシャ８０には、外部搬送機構７６により搬送されたコピー用紙Ｐ（下側が
印刷面）が供給されるようになっている。
【００３９】
フィニッシャ８０は供給された一部構成の文書（用紙Ｐ）の後端側にステイプラ８１によ
り一部単位でステイプル止めし、トレイ８２上に貯めていくものである。トレイ８２は上
下動できるものであり、上記文書の積載に基づいて下降するものである。
【００４０】
また、フィニッシャ８０に供給されたコピー用紙Ｐは、反転搬送路８３により搬送されて
トレイ８４上に印刷面が上側になる状態で排出される。
【００４１】
また、装置本体２の前面上部には、コピー倍率等の様々な複写条件並びに複写開始などを
指示する操作パネル（後述する）が設けられている。
【００４２】
この操作パネルには、図３に示すように、操作案内を行うとともに種々の指示が行えるタ
ッチキー内蔵の液晶表示部（ＬＣＤ）８６が設けられている。
【００４３】
液晶表示部８６は、図３に示すように、「ＲＥＡＤＹ」等の操作案内が表示される操作案
内表示部８６ａと種々の設定内容が切換え表示される設定表示部８６ｂにより構成されて
いる。設定表示部８６ｂは、図３に示すように、たとえば初期画面として基本機能（ＢＡ
ＳＩＣ）の設定画面となっており、ＬＣＦ５２の選択状態が表示され、ズームが１００％
、原稿サイズがＡ４、写真画像とテキスト画像の自動選択、ノンソート、ノンステイプル
、原稿対用紙が１対１という設定状態が表示され、編集、プログラム、設定変更等の指示
を行うアイコンが表示されるようになっている。
【００４４】
また、設定表示部８６ｂには、編集（ＥＤＩＴ）、プログラム（ＰＲＯＧＲＡＭ）、セッ
テング（ＳＥＴＴＩＮＧＳ）の設定画面があり、たとえば、プログラムやセッテングの設
定画面にて、優先度設定、ジョブのキャンセル、ジョブの一覧表示、優先度設定の変更や
追加が行えるようになっている。
【００４５】
上記デジタル複写機１は、単独で用いるものであっても、ネットワークプリンタとして用
いるものであっても良い。
【００４６】
この場合、上記デジタル複写機１は、ローカルネットワーク（ＬＡＮ）（図示しない）を
介してパーソナルコンピュータ（ＰＣ）（図示しない）、…やサーバ（図示しない）と接
続されている構成となっている。
【００４７】
上記デジタル複写機１の制御回路の内部構成を、図４を用いて説明する。
【００４８】
このデジタル複写機１には、全体を制御する主制御部９０が設けられている。この主制御
部９０は、それぞれ図示しないが、その動作の制御を司るＣＰＵ（ｃｅｎｔｒａｌ　ｐｒ
ｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｕｎｉｔ）、このデジタル複写機１の動作のソフトウェアが格納され
ているＲＯＭ（Ｒｅｎｄ　ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）、画像データやその他動作上のデー
タが一時格納されるＲＡＭ（ｒａｎｄｏｍ
ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）（Ｓ－ＲＡＭ）により構成されている。
【００４９】
上記主制御部９０は、上記ＡＤＦ９、スキャナ部４、プリンタ部６、フィニッシャ８０、
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操作パネル９１、画像処理部９２、ページメモリ９３、ＨＤＤ９４がバス９５を介して接
続されている。また、画像処理部９２、ページメモリ９３、ＨＤＤ９４は画像バス９６を
介して接続されている。
【００５０】
画像処理部９２は、スキャナ部４により読取った原稿画像を処理したり、ページメモリ９
３、ＨＤＤ９４からの画像データを処理したり、処理した画像データをページメモリ９３
、プリンタ部６、あるいはＨＤＤ９４へ出力するものである。
【００５１】
画像処理部９２は、図示しない圧縮伸長回路を有し、この圧縮伸長回路を用いてページメ
モリ９３からの画像データを圧縮したり、ＨＤＤ９４からの画像データの伸長を行うよう
になっている。
【００５２】
ページメモリ９３は、画像処理部９２からの画像データを登録するものである。
【００５３】
ＨＤＤ９４は、各種データが格納されるハードディスクで代表される外部記憶装置である
。たとえば、複数部数のコピーを行う際に、複数枚の原稿画像の読取画像を圧縮した画像
を登録し、印刷時にこの圧縮した画像を読出して印刷するようになっている。
【００５４】
ＨＤＤ９４には、原稿サイズごとのステイプル処理の最大枚数があらかじめ登録されてい
る。また、主走査方向の幅が同じ異なった原稿サイズの混載時のステイプル処理の最大枚
数があらかじめ登録されている。
【００５５】
上記主制御部９１は、ジョブごとに管理される入力タスクと印刷タスクを有している。
【００５６】
次に、上記のような構成において、ＡＤＦ９のトレイ９ａに載置された複数枚の原稿Ｄを
順次読取って印刷する場合の処理について、図５に示すフローチャートを参照しつつ説明
する。
【００５７】
まず、１枚目の原稿ＤがＡＤＦ９により搬送されることにより、スキャナ部４のＣＣＤセ
ンサ２６により主走査方向の一走査ラインずつの画像データが読取られ鏡像変換してぺー
ジメモリ９３に登録される（ＳＴ１）。このページメモリ９３に登録された画像データに
より、主制御部９０は原稿Ｄの主走査方向の幅とサイズとを判断する（ＳＴ２）。
【００５８】
原稿１頁分の画像がぺージメモリ９３に登録された後、１８０度の回転処理を行って再び
ぺージメモリ９３に登録する。この登録画像が圧縮されてＨＤＤ９４に登録される。上記
回転画像の主走査方向の一走査ラインずつの画像データをぺージメモリ９３から順次読出
してレーザ露光装置２８からのレーザ光により感光体ドラム３０上に静電潜像（露光像）
を形成し、この静電潜像を現像器３４により現像（顕像化）する。また、上記原稿Ｄのサ
イズと同じサイズの用紙Ｐが収納されているカセットからの給紙が行われ、転写部の手前
に搬送される。これにより、感光体ドラム３０上の現像像にタイミングを合わせてコピー
用紙Ｐが搬送されることにより、転写部で原稿Ｄの画像データが同じサイズのコピー用紙
Ｐに転写され、その後、定着装置５８により定着されることにより、プリント（印刷）が
行われる（ＳＴ３）。このコピー用紙Ｐは、排出口６０から排出された後、外部搬送機構
７６を介してフィニッシャ８０に搬送される。これにより、コピー用紙Ｐは、下側が印刷
面となっている状態でトレイ８２上に排出される（ＳＴ４）。
【００５９】
また、主制御部９０は、１枚目の原稿Ｄのサイズに対応するステイプル処理が可能な最大
枚数をＨＤＤ９４から読出して設定する（ＳＴ５）。
【００６０】
次に、２枚目の原稿ＤがＡＤＦ９により搬送されることにより、スキャナ部４のＣＣＤセ
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ンサ２６により主走査方向の一走査ラインずつの画像データが読取られ鏡像変換してぺー
ジメモリ９３に登録される（ＳＴ６）。このページメモリ９３に登録された画像データに
より、主制御部９０は原稿Ｄの主走査方向の幅とサイズとを判断する（ＳＴ７）。
【００６１】
原稿１頁分の画像がぺージメモリ９３に登録された後、１８０度の回転処理を行って再び
ぺージメモリ９３に登録する。この登録画像が圧縮されてＨＤＤ９４に登録される。上記
回転画像の主走査方向の一走査ラインずつの画像データをぺージメモリ９３から順次読出
してレーザ露光装置２８からのレーザ光により感光体ドラム３０上に静電潜像（露光像）
を形成し、この静電潜像を現像器３４により現像（顕像化）する。また、上記原稿Ｄのサ
イズと同じサイズの用紙Ｐが収納されているカセットからの給紙が行われ、転写部の手前
に搬送される。これにより、感光体ドラム３０上の現像像にタイミングを合わせてコピー
用紙Ｐが搬送されることにより、転写部で原稿Ｄの画像データが同じサイズのコピー用紙
Ｐに転写され、その後、定着装置５８により定着されることにより、プリント（印刷）が
行われる（ＳＴ８）。このコピー用紙Ｐは、排出口６０から排出された後、外部搬送機構
７６を介してフィニッシャ８０に搬送される。これにより、コピー用紙Ｐは、下側が印刷
面となっている状態でトレイ８２上に排出される（ＳＴ９）。
【００６２】
また、主制御部９０は、今回（２枚目）の原稿Ｄのサイズが前回（１枚目）の原稿Ｄのサ
イズと同じか否かを判断する（ＳＴ１０）。この判断の結果、主制御部９０は、同じサイ
ズであると判断した場合、今回の枚数が上記設定したステイプル処理が可能な最大枚数に
達したか否かを判断する（ＳＴ１１）。この判断の結果、主制御部９０は、ステイプル処
理が可能な最大枚数に達していない場合、次の原稿Ｄが有るか否かを判断する（ＳＴ１２
）。この判断の結果、主制御部９０は、次の原稿Ｄがある場合、ステップ６に戻り、次の
原稿Ｄの読取り処理に進む。
【００６３】
上記ステップ１０の判断の結果、主制御部９０は、同じサイズでないと判断した場合、主
走査方向の幅が前回と同じか否かを判断する（ＳＴ１３）。この判断の結果、主制御部９
０は、主走査方向の幅が前回と同じと判断した場合、ステイプル処理が可能な混載と判断
し、この混載に対応するステイプル処理が可能な最大枚数をＨＤＤ９４から読出して設定
変更し（ＳＴ１４）、ステップ１１へ進む。
【００６４】
上記ステップ１３の判断の結果、主走査方向の幅が前回と異なっている判断した場合、お
よび上記ステップ１１の判断の結果、ステイプル処理が可能な最大枚数に達していない場
合、主制御部９０は、ステイプル処理が不可能な混載と判断し、ステイプル処理の指定を
解除し（ＳＴ１５）、ステップ１２へ進む。
【００６５】
上記ステップ１２の判断の結果、主制御部９０は、次の原稿Ｄがない場合、ステイプル処
理の指定が解除されているか否かを確認し（ＳＴ１６）、ステイプル処理の指定が解除さ
れている場合、１部目に対する処理を終了し、ステイプル処理の指定が解除されていない
場合、１部目に対するステープル処理をステープラ８１により実行する（ＳＴ１７）。
【００６６】
この後、２部目に対するプリント処理を行う際、ＨＤＤ９４から順次画像データが読出さ
れて伸長されることにより、上記同様な印刷処理が行われる。
【００６７】
次に、具体例について説明する。
【００６８】
この場合、Ａ４サイズに対するステイプル処理が可能な最大枚数が５０枚、Ａ３サイズに
対するステイプル処理が可能な最大枚数が３０枚、主走査方向の幅が同じＡ４サイズとＡ
３サイズの混載に対するステイプル処理が可能な最大枚数が２５枚に設定されているもの
とする。
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【００６９】
まず、１枚目の原稿に対して、途中で同じ他のサイズの原稿を処理する場合について、図
６、を用いて説明する。
【００７０】
すなわち、１枚目の原稿としてＡ４サイズの原稿が読取られることにより、ステイプル処
理が可能な最大枚数が５０枚に設定される。この後、Ａ４サイズの原稿の読取り（入力）
と用紙への印刷（出力）とが繰り返された後、Ａ３サイズの原稿の読取り（入力）と用紙
への印刷（出力）とが繰り返される。
【００７１】
たとえば、図６に示すように、Ａ４サイズの原稿の２０枚目を読取った後に、Ａ３サイズ
の原稿を２１枚目として読取った際に、主走査方向の幅が異なっている場合、主走査方向
の幅が異なるサイズ混載のためステイプル処理の指定が解除（キャンセル）される。これ
により、印刷終了時には、ステイプル処理は非実行となる。
【００７２】
また、図６に示すように、Ａ４サイズの原稿の２０枚目を読取った後に、Ａ３サイズの原
稿を２１枚目として読取った際に、主走査方向の幅が同じ場合、ステイプル処理が可能な
最大枚数が２５枚に設定変更される。
【００７３】
次に、１枚目の原稿に対して、途中で主走査方向の幅が異なる他のサイズの原稿を処理す
る場合について、図７を用いて説明する。
【００７４】
すなわち、１枚目の原稿としてＡ４サイズの原稿が読取られることにより、ステイプル処
理が可能な最大枚数が５０枚に設定される。この後、Ａ４サイズの原稿の読取り（入力）
と用紙への印刷（出力）とが繰り返された後、Ｂ４サイズの原稿の読取り（入力）と用紙
への印刷（出力）とが繰り返される。
【００７５】
たとえば、図７に示すように、Ｂ４サイズの原稿を読取った際に、ステイプル処理の指定
が解除される。これにより、印刷終了時には、ステイプル処理は非実行となる。
【００７６】
次に、１枚目の原稿に対して、途中で主走査方向の幅が同じ他のサイズの原稿を処理する
場合について、図８、図９、図１０を用いて説明する。
【００７７】
すなわち、１枚目の原稿としてＡ４サイズの原稿が読取られることにより、ステイプル処
理が可能な最大枚数が５０枚に設定される。この後、Ａ４サイズの原稿の読取り（入力）
と用紙への印刷（出力）とが繰り返された後、Ａ３サイズの原稿の読取り（入力）と用紙
への印刷（出力）とが繰り返される。
【００７８】
たとえば、図８に示すように、Ａ４サイズの原稿の２０枚目を読取った後に、Ａ３サイズ
の原稿を２１枚目として読取った際に、主走査方向の幅が同じ場合、ステイプル処理が可
能な最大枚数が２５枚に設定変更される。その後、２５枚以内での印刷終了時には、ステ
イプル処理が実行される。
【００７９】
たとえば、図９に示すように、Ａ４サイズの原稿の５１枚目を読取った際に、ステイプル
処理が可能な最大枚数をオーバしたのでステイプル処理の指定が解除される。これにより
、印刷終了時には、ステイプル処理は非実行となる。
【００８０】
たとえば、図１０に示すように、Ａ４サイズの原稿を２４枚を読取った後に、Ａ３サイズ
の原稿を２５枚目として読取った際に、ステイプル処理が可能な最大枚数が２５枚に設定
変更される。この後、Ａ３サイズの原稿を２６枚目として読取った際に、ステイプル処理
が可能な最大枚数をオーバしたのでステイプル処理の指定が解除される。これにより、印
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刷終了時には、ステイプル処理は非実行となる。
【００８１】
次に、単一サイズの原稿をステイプル処理が可能な最大枚数以内で処理する場合について
、図１１を用いて説明する。
【００８２】
すなわち、１枚目の原稿としてＡ４サイズの原稿が読取られることにより、ステイプル処
理が可能な最大枚数が５０枚に設定される。この後、Ａ４サイズの原稿の読取り（入力）
と用紙への印刷（出力）とが繰り返される。
【００８３】
この場合、図１１に示すように、原稿枚数が５０枚以内のため、印刷が終了した際にステ
イプル処理が実行される。
【００８４】
上記したように、サイズ混在かどうかあらかじめわからなくても、ジョブ実行中に設定を
変更することによって適切なステイプル動作を行わせ、かつ受け取った原稿画像から逐次
、印刷させることができる。
【００８５】
すなわち、入力された原稿画像の用紙サイズを１枚ごとにチェックし、主走査方向の幅が
異なる混在ジョブである場合にはステイプル処理をキャンセルする。
【００８６】
また、主走査方向が同じ幅の混在ジョブである場合にはステイプル処理が可能な最大枚数
をサイズ混在時の値に設定するものである。
【００８７】
したがって、サイズ混在かどうかあらかじめわからなくても、適切なステイプル動作を行
わせ、かつ受け取った原稿画像から逐次、印刷させ処理能力を向上させることができる。
【００８８】
上記例では原稿サイズと主走査方向の幅をページメモリの画像データから判断した場合に
ついて説明したが、これに限らず、検知器あるいはＣＣＤセンサの出力により判断するよ
うにしても良い。
【００８９】
【発明の効果】
以上詳述したように、この発明によれば、異なるサイズの画像データが混じっているよう
なサイズ混在かどうかあらかじめわからなくても、適切なステイプル処理を行わせ、かつ
受け取った画像データから逐次、画像形成でき、処理能力を向上させることができる画像
形成装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来の画像データの入力としての原稿の読取りタイミングと画像データの出力と
しての用紙への印刷のタイミングを説明するための図。
【図２】この発明のデジタル複写機の概略構成を示す断面図。
【図３】液晶表示部の表示例を示す図。
【図４】デジタル複写機の制御回路の内部構成を示すブロック図。
【図５】印刷処理を説明するためのフローチャート。
【図６】この発明の用紙枚数と用紙サイズに対応するステイプル処理が可能な最大枚数の
変化とステイプル処理のキャンセルを説明するための図。
【図７】この発明の用紙枚数と用紙サイズに対応するステイプル処理が可能な最大枚数の
変化とステイプル処理のキャンセルを説明するための図。
【図８】この発明の用紙枚数と用紙サイズに対応するステイプル処理が可能な最大枚数の
変化とステイプル処理のキャンセルを説明するための図。
【図９】この発明の用紙枚数と用紙サイズに対応するステイプル処理が可能な最大枚数の
変化とステイプル処理のキャンセルを説明するための図。
【図１０】この発明の用紙枚数と用紙サイズに対応するステイプル処理が可能な最大枚数
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の変化とステイプル処理のキャンセルを説明するための図。
【図１１】この発明の用紙枚数と用紙サイズに対応するステイプル処理が可能な最大枚数
の変化とステイプル処理のキャンセルを説明するための図。
【符号の説明】
４…スキャナ部（受入手段）
Ｐ…用紙（被画像形成媒体）
６…プリンタ部（画像形成手段）
８０…フィニッシャ
８１…ステイプラ
８６…液晶表示部（設定手段）
９０…主制御部（判断手段、解除手段、変更手段）
９３…ぺージメモリ
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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